
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 　

 　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"オンライン"で 

　マイナンバーカードの更新を申請すると 

《免許情報》 

　　　　　が引き継がれるようになります 

令和７年９月１日から

必要な条件 

　 ○　 市区町村の窓口又は郵送で受け取る交付申請書に記載の申請ＩＤとＱＲコード※で 

　 　 オンラインでのマイナンバーカードの交付申請を行う  

　 ○　 マイナンバーカードの更新期間内に更新する方か追記欄満欄の方 

　 ○　 署名用電子証明書を警察に提出している 

　 ○　 新マイナンバーカードも署名用電子証明書の提出を希望（オンライン申請時）　 　  

 

 

 

 

 

署名用電子証明書を警察に提出しているかの確認方法 

○　 マイナポータルでマイナ免許証との連携が完了していれば、署名用電子

証明書は提出されています 

○　 警察窓口でも確認できます　

署名用電子証明書を警察に提出するには 

○　 警察窓口で提出できます 

○　 手続きには市区町村で設定した署名用電子証明書の暗証番号（6～16

桁の英数字）が必要です

※「ＱＲコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

（注意）こんなときは、引き継がれません。新マイナンバーカードを交付後、警察で 

免許情報の記録が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下の場合は、記録手数料が必要です 

○　 オンライン申請以外での更新 

　 　 　 市区町村窓口での申請（特急発行含む）、郵送での申請、証明写真機での申請 

○　 更新以外での交付申請（追記欄満欄の理由でオンライン申請した方を除く）

 以下の場合は、記録手数料はかかりません 

○　 氏名や住所に署名用電子証明書で使用できない一部の外字が含まれているとき 

※一部の外字については最寄りの市区町村に問合せください。 

○　 オンライン申請後から新しいマイナンバーカードに免許情報を記録するまでの間に免許を

停止又は取り消された場合 

○　 オンライン申請時に入力した免許情報記録番号（経歴証明の場合は、運転経歴情報記録番

号）に誤りがあった場合 

 

 

 

 

○　 オンラインで更新申請したときから、新しいマイナンバーカードの交付を受けるまでの間に 

運転免許証の更新手続、住所変更手続等のため、更新前のマイナンバーカードに免許情報を警察

で記録した場合で、新しいマイナンバーカードに最新の免許情報が記録されなかった場合 

[注意]免許情報が記録されていても運転することはできません

署免許情報記録番号の誤入力を防ぐには 

○　 マイナ免許証読み取りアプリで読み取った番号をコピー＆ペーストしてください。※従来の運転免許証に記載されている番号とは異なる場合があります。 

○　 コピー＆ペーストが出来ない場合は、マイナ免許証読み取りアプリで読み取った番号を正確に入力してください

おやくそく 

　 この頁内での「警察窓口」とは、あなたの運転免許証の住所地を管轄する 

　 　 ・　 運転免許試験場 

　 　 ・　 優良運転者免許センター（中央・厚別） 

　 　 ・　 警察署 

の窓口のことをいいます

追記欄満欄の理由で交付申請もＯＫ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察庁が提供する「マイナ免許証読み取りアプリ」で確認           

     

　 更新後のマイナンバーカードを読み取り、最新の免許情報が表示されること 

を確認してください 

　 ※交付通知書に免許情報が記録されたかの 

　 　 有無が表示されていますが、内容が正しい 

　 　 かは、必ず当アプリで確認してください 

   https://myna-menkyo-app.npa.go.jp       

　 　 　   ダウンロードはこちらから  →→→

 パソコン版↓

スマホ版↓

マイナンバーカードの免許情報を確認できない場合、 

そのマイナンバーカードで運転することはできません 

　　最新の免許情報でないときは免許情報の書込みが必要です

交付通知書を持参してください

新しく交付されたマイナンバーカードに  

最新の免許情報が引き継がれているか必ず確認

マイナ免許証に関するお問い合わせは 

　 　 マイナンバー総合フリーダイヤルへ 

０１２０－９５－０１７８

必 須

 

「マイナンバーカードの更新期間」と「運転免許証の更新期間」が重複するときは･･･ 
 

可能な限り、マイナンバーカードの更新を先に行ってください 

　
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　 リスクを回避するには、誕生日の３か月前から２か月前の間にマイナンバーカードの更新をオン

ライン申請するのがベストです　

　 マイナンバーカードの更新を先に行うことで、万が一、最新の免許情報が記録されなくても、その後の
 

運転免許証の更新で免許情報を記録することができます。


